
このマークのないもの（マークの所に表記がないもの）は、対象になりませんのでご注意ください。

主な対象物・・・

廃プラスチック製容器包装とは、どの様なものがあるのか主なものを挙げてみました。

キャップ類

トレイ類

生鮮食料品のトレイ・惣菜な
どのトレイ

プリン・卵パック・コンビニ
などの弁当容器・惣菜のパッ
クなど（紙類は除く）

緩衝材類

インスタントコーヒーやペッ
トボトルなどのプラスチック
製のキャップ

ボトル類

シャンプー・洗剤・乳酸菌飲
料などのボトル

レジ袋・スナック菓子・お菓
子などの包み食品や惣菜など
を包むラップ

家電製品などに入っている発
泡スチロール製の緩衝材

カップ・パック類

袋・ラップ類

野菜や果物が入っていたネッ
ト（発泡スチロール製ネット
も含む）

ネット類
ポンプ部分は、
外してください


